
情報公開法における手数料一部改定の 

お知らせ 
 

 

平素より、当院の診療にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 

情報公開法における手数料につきましては、長年にわたり料金を据え置いてま

いりましたが、文書の種類や内容が多様かつ複雑になるなか、作業にかかる業務

負担や人件費も増加しており、2026 年 2 月 1 日以降ご依頼分より、価格を以下

のとおり改定させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。 

  

ご利用いただく皆さまにはご負担をおかけいたしますが、ご理解を賜ります 

よう、よろしくお願い申し上げます。  

 

 

文書種別 改定前の料金 改定後の料金 

複写機により複写した物

（A4 サイズ） 
２０円／枚 ３０円／枚 

複写機により複写した物

（A3 サイズ） 
４０円／枚 ６０円／枚 

※改定前・改定後の料金ともに消費税込み 

 

※開示請求に係る行政文書１件につき手数料３００円を徴収します。 

基本額（文書の枚数等に変動する額）については３００円に達するまでは無料とし、 

３００円を超えるときは、当該基本額から３００円を減じた額とします。 

 

 

 

2026 年 1 月  

独立行政法人国立病院機構大牟田病院 院長 


